
④区分：エ
健保：標準報酬月額 26万円以下
国保：年間所得210万円以下

⑤区分：オ
(低所得者)
標準報酬月額が市区町村税の非課税者等

167,400円＋(総医療費－558,000円)×1% 93,000円

80,100円＋(総医療費－267,000円)×1% 44,400円

一般 57,600円 44,400円

低所得者Ⅱ 24,600円

多数該当

約280,000円～約370,000円

252,600円＋(総医療費－842,000円)×1%

167,400円＋(総医療費－558,000円)×1%

57,600円

80,100円＋(総医療費－267,000円)×1%

所得区分

限度額適用認定証なし（3割負担）

①区分：ア
健保：標準報酬月額 83万円以上
国保：年間所得901万円超

②区分：イ
健保：標準報酬月額 53～79万円
国保：年間所得600～901万円

③区分：ウ
健保：標準報酬月額 28～50万円
国保：年間所得210～600万円

自己負担限度額

健康保険による一部負担金（月額）

2018年8月改定分適用

低所得者Ⅰ 15,000円

適用区分 自己負担限度額 多数該当

現役並み所得者

現役Ⅲ
課税所得 690万円以上

現役Ⅱ
課税所得 380万円以上

現役Ⅰ
課税所得 145万円以上

252,600円＋(総医療費－842,000円)×1% 140,100円

【後期高齢医療証・高齢受給者証を受給の方】

【70歳未満の方】

35,400円

140,100円

93,000円

44,400円

44,400円

24,600円



上位所得者

240円

Ａ 510円

Ｂ 510円

個室・２人室は原則として差額室料をいただきます。

※適用区分Ⅱ・Ⅰの方･･･「標準負担額減額認定証」の提示
※回復期リハビリテーション病棟においては、患者さまの疾患等により生活療養費が発生する場合がございますが、
入院料のご負担は軽減されますので、お支払い金額に大きな変化はございません。

所得区分 適用区分 食費（1食あたり）

利用品目 料金

文書料(詳細は院内掲示をご参照ください) 550円～6,600円

料金（１日につき）

個室（本館222,223,225,322） 11,000円

２人室（西館252,352　本館213,301,311） 5,500円

個室（西館250,251,350,351） 16,500円

消費税込み ／下記の利用があった場合は料金がかかります。

病室区分

【その他自費分（保健適用外）】

【食事負担金】

【個室料（特別療養環境室）】

一般

190円

110円

90日以内
Ⅱ

90日超え

70歳以上Ⅰ

非課税
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